
 

悪質ホストクラブ問題への対策について 

 

 概要                               

いわゆるホスト ク ラ ブの利用客が、 高額な利用料金の売掛による借金

を背負っ たり 、ホスト ク ラ ブに通う 費用を捻出するために、ク レジッ ト カ

ード 決済や消費者金融を利用し 、 返済能力を超える借金を抱えてし まう 、

また、 その返済のために売春する等の事例が生じ ています。  

県では、 悪質ホスト ク ラ ブに係る問題を抱える女性から の相談に応じ 、

必要な支援につなげるなどの対策に取り 組んでいます。  

 

 相談内容に応じた専門機関の窓口                  

悪質ホスト ク ラ ブの問題に悩んでいて、 どこ に相談し たら わから ない

と いう 方がいたら 、 女性相談支援センタ ーで相談を お受けし ているこ と

をお伝えく ださ い。  

相談内容をし っ かり と お伺いし 、その内容に応じ て、消費生活センタ ー、

法テラ ス、県警察、ワンスト ッ プ支援センタ ー等適切な専門機関におつな

ぎし ながら 、 相談者に寄り 添っ た包括的な支援を行います。  

 

１ どこに相談したらよいのか分からない場合 

 ・ 女性相談支援センタ ー （ 全国共通番号） ＃８ ７ ７ ８  

  月～金（ 祝日除く ）  ９ ： ０ ０ ～１ ６ ： ４ ０  

 

２ ホストクラブからの料金請求など消費者トラブルの相談 

 ・ 消費者ホッ ト ラ イ ン （ 全国共通番号） １ ８ ８  

 

３ 売春の強要など犯罪被害の相談 

 ・ 最寄り の警察署への通報 

・ 警察相談専用電話 ＃９ １ １ ０  
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